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§５ 免許事務 

表265 免許事務の取扱 
 総 数 川 崎 幸 中 原 高 津 宮 前 多 摩 麻 生 

総 数 466 77 37 80 75 67 76 54 

調 理 師 422 66 33 78 70 60 69 46 
製 菓 衛 生 師  35  6  3  2  4  6  6  8 
ふ ぐ 包 丁 師   9  5  1  -  1  1  1  - 

注）申請件数（書換え、再交付を含む。） 
資料：健康安全部健康危機管理担当 

 

§６ 市場食品衛生検査 
市民の食生活の安全を確保するため、中央卸売市場食品衛生検査所（北部市場内）及び南部分室（南部市場内）は、

食品の検査や施設の監視を行い、違反食品や不良食品の排除に努めた。 

なお、放射能検査については、検査体制の整備を行い、市場流通食品（青果物及び水産物）についてスクリーニン

グ検査を実施した。 

表266 市場の食品等の検査 
 収   去   検   査 
 理 化 学 微 生 物 

ふきとり等 

 

検体総数 
検査項目 
総  数 検体数 

検 査 
項目数 検体数 項目数 検体数 項目数 検体数 項目数 

総 数 984 8,980 752 7,582 579 2,596 619 4,986 232 1,398 

市場検査所 712 6,613 562 5,713 444 1,931 465 3,782 150 900 
南 部 分 室 272 2,367 190 1,869 135 665 154 1,204 82 498 

注)市場で収去し衛生研究所で検査したものを含む。保健所で収去し市場で検査したものを含まない。 
資料：健康安全部健康危機管理担当 

表267 市場内営業施設の監視指導 
許 可 を 要 す る 営 業 施 設 許 可 を 要 し な い 営 業 施 設 

施設数 監視延施設数 施設数 監視延施設数 
 

総施 
設数 北部 南部 

監視 
総数 北部 南部 

 
総施 
設数 北部 南部 

監視 
総数 北部 南部 

総 数 172 140 32 32,899 27,186 5,713 総 数 107 77 30 28,701 20,491 8,210 

飲 食 店 22 18 4 357 297 60 給 食 施 設 3 3 - 51 51 - 

魚介類販売業 98 85 13 26,517 23,007 3,510 食 品 製 造 業 5 4 1 1,370 1,100 270 

魚 介 類 
せ り 売 営 業 5 4 1 424 356 68 野菜又は果物の 販 売 業 29 22 7 7,926 6,050 1,876 

食品の冷凍又は 
冷 蔵 業 7 5 2 84 60 24 そうざい販売業 1 1 - 275 275 - 

喫 茶 店 17 14 3 - - - 菓子（パンを含 む ） 販 売 業 3 3 - 825 825 - 

乳 類 販 売 業 5 4 1 1,370 1,100 270 

食 肉 処 理 業 1 1 - 275 275 - 
上記以外の食品 
販 売 業 52 34 18 14,424 9,440 4,984 

食 肉 販 売 業 11 8 3 2,787 2,090 697 

氷 雪 製 造 業 1 1 - 1 1 - 

氷 雪 販 売 業 1 - 1 4 - 4 

器具及び容器
包装の製造業
及 び 販 売 業 

14 10 4 3,830 2,750 1,080 

発 酵 乳 等 
販 売 業 4 - 4 1,080 - 1,080        

資料：健康安全部健康危機管理担当 




